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【除染より発生した除去土壌 ･廃棄物等の保管】
除染によって発生した除去土壌や廃棄物などは、 国から最終処分の指針が示され、 処分が可能になるまでは、

除染を行った現場の敷地内で保管 (埋設処理等) します。
また、発生する÷上壌等が多くなり、仮置場の設置が必要と判断した場合には、関係者と協議の上、検討を進めます。

高山村除染実施計画書及び村内の空間放射線量率測定調査結果については、地域振興課窓口で閲覧できるほか、
高山村公式ページ (http ://廓~w .vin .takaya m a .gun m a ,ip ) からもダウンロードできます。

村では、 高-II村除染実施計画を策定する前段と
して、 計画書の素案についての住民説明会を 3 月
28日 (水) に開催しました。
説明会では、 村内の空間放射線量率測定調査の

結果をはじめ、 除染等を実施する対象区域、 除染
の内容、 除染に伴い生じた除去土壌等の保管形態
など、 計画書により運用していく今後の村の方針
について説明させていただきました。

会場には6 8名の方々がお越しくださいました。
　　　　　 　　
(説明会会場の様子 船 :高山村役場)

---- 十一
を三 宅三等鬘薹蟹麗澤囃蓮酵礎 認 豊 麗麗嚢薹!･鮎,槌蕃匙獲 證

文部利.学省の事業により、モニタリングポスト (空間放射線量測定器)
が役場西側駐車場に設置され、空間放射線員率の測定が開始されました。
測定器は、 本県内に25基設置され、 測定データは文部科学省で一括

管理し、 同省のホームページで公表されます。
=′I = = .腟縊閨ぽに=--- 1霊園圃圈圏 ｢- 午前 7 時から年後 7 時までの間、

電光表示器に表示され、 10分ごとに
平均値が更新されます。

(電光表示器)

皆さんも近くを通りかかったらぜひご覧ください。

お問い合わせ先 役場地域振興課 (容63‐2 111)

生ごみコンポスト容器購入費補助金について
本村では、 一般家庭から排出される生ごみの減量化と資源の再利用意識の高揚を図り、 焼却処理に係る負荷軽

減に寄与することを目的として、 生ごみコンポスト容器を購入した方に対し、 購入費用の一部補助を平成24年
度より始めました。

【対象となる容器】
土中の微生物の活動又は生ごみ堆肥化促進剤等を利

用 して、 生ごみを分解し堆肥化させるもので、 平成
24年 4 月 1 ロ以降に購入した容器。
【対象者】

本村に住所を有する方 (1世帯につき 1基。ただし、
本補助金の交付を受けて購入した容器の更新は対象)

◆ 平成24年5月 T日

【補助金額】
容器の本体購入金額 (消費税相当額を除く) の2 分

の 1を補助 (上限3 ,0 0 0円)
【申請方法】

地域振興課に領収書の原本 ･印鑑 ･ u 座番号がわか
るものを持参してください。

お問い合わせ先 役場地域振興課 (公63‐2 u 1)

護養護逡詰導鑓薹“
一iも ご淺該遼認

(設置されたモニタリングポスト)

高山村除染実施計画を策定しました

中1 f o r.-ノー同 日 Q n

村では、 東京電力福島第一原子力発電所の事故に伴う放射能漏れによる環境の汚染に対処するため、 今年 1月
1月に施行された ｢放射性物質汚染対処特措法｣ に基づく法定計画である ｢高山村除染実施計画｣ を 3 月3 1日
に策定しました。
この計画は、 3月28ロに開催しました ｢高中村除染実施計画 (案) 住民説明会｣ を経て、 法律に基づく国と

の協議を行い、 合意を得て策定したものです。
今後、 基準を上回る地域については、 この計画に基づき、 除染等の措置を実施します。
なお、 除染の効果や進捗状況、 放射線量の推移等を踏まえ、 必要に応じて見直しを行います。
除染実施計画の一部内容についてご紹介します。

【目標 ･計画期間】
東京電力福島第一原子力発電所の事故に由来する追加被ばく線量 (自然被ばく線量及び医療被ばく線量を除い

た被ばく線量) を、 年間 1 ミリシーベルト (毎時0 ,2 3マイクロシーベルト) 以下にすることを目標とします。
計画は、 平成24年度から平成26年度の3 カ年計画で、 子どもの生活環境に係る施設や公共施設、 住居等の生

活圏内を中心に除染等を実施します。

は寸象区域】
村内の空間放射線量率測定調査結果 (95箇所2 14地点測定) に基づき、 区域内の測定結果が平均して地表 1

メートル (幼児 ･低学年児童等の生活環境を配慮し保育所 ･幼稚園 ･小学校は、 地表50センチメートル) の高
さで毎時0 .2 3マイクロシーベルト以上ある区域の除染等を実施します。

単位 :毎時マイクロシーベルト

大
字
中
山

字大原 0 .1 19 ~ 0 ,3 2 4 0 .2 4 3

字二枚原 0 ,17 5 ~ 0 .4 4 0 0 .2 8 7

字追廻し 0 ,14 2 ~ 0 .3 9 6 0 .2 4 3

字茶屋ケ松 0 ,2 6 9 ~ 0 .3 5 3 0 2 9 5

~ 区域の考え方 ~
小字単位で判断 (学校や

公園などは、施設単位) し、
子どもの生活環境に係る施
設や公共施設、 住居等の生
活圏内を考慮しています。

【除染等を実施する施設と実施者 ･予定時期】
対象区域内の除染を円滑に進めるため、 土地の利用区分ごとに除染対象施設を位置づけ、 次のスケジュールで

順次除染に取り組みます。その際、 個々の施設ごとに詳細な実施計画を作成し、 作業期間を決めます。
また、 放射線の影響を受けやすい子どもの生活環境に係る施設は、 優先的に際染等を実施します。
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------Jr ---

-
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民有地 (宅地) ｢,,一----------------- -
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山林 (通学路 ･生活圏内に隣接する山林)
-

に三一二言二言一三--一冊一二二言----
牧草地 (公共牧場) - - -

-

※県官施設の除染については、 県が実施します。

【主な隙梁等の内容】
除染の実施前に、 該当敷地内の空間放射線量率の測定を実施し、 線量の高いところを中心に、 国が示したメ

ニューを選択して、 側溝や雨樋下、 落葉の除去、 除草などの除染を実施します。
なお、 空間放射線量率が毎時0 ,2 3マイクロシーベルト未満であった場合には際染は実施しません。
ただし、 当該敷地内で側溝や雨樋下等における局所的な地点の空間放射線量率が周辺と比べて有意に高い場合

には際染を実施します。

広報部やま◆
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学校給食を食べてみませんか

　.･･.･･.･･.･･,.･･‐‐･･.･

て
ノノそう縞観護秀食べながら 考えましょう 語り合いましょう

--そぐ“
欲子どもたちの食と健康を ! 学校と家庭そして地域で !

○ 日 時 平成24年5 月2 5日 (金)
12時から↑時

○ 場 所 高山小学校 ↑階 会議室 ･ごはん ･牛乳 ･えびの水晶包み
○費 用 260円 (当日集金します) ･しゃきしゃきサラダ ･マーボー豆腐
○ 申し込み 高山小学校教頭 (小倉)まで . アセロラゼリー

電話 (63‐200 1)でお申し込みください。
○ 締め切り 5 月2 2日 (火) まで 翁年度は栄養士が今までの田村から新

※先着20名とさせていただきます。
{ ^

採用の佐藤に代わりました。今回の試食
※事前に食材の準備をする都合上、欠席すると代わり 会は栄養士が代わって最初の試食会です
の方の出席をお願いするか代金をいただくことにな ので、 どんなふうに味が変わったか体験
りますがよろしくお願い致します。 してみてください。メニューは中華料理

予定献立

平成24年度薪ストーブ購入補助金のご利用について
この事業は、 地球温暖化対策、 森林の多面的機能の向上及び、 木材関連事業の活性化に寄与するため、 薪等を

燃料として使用するストーブを購入する費用に対して、 補助金を支給します。
亀 補助対象品となる物及び対象者

(1 ) 新ストーブ本体及び煙突を購入する場合補助
金を支給します。

(2 ) 高= -村に住所を有し、かつ居住していること。
(3 ) 放置されたままの間伐材の処理及び利用に努

めること。
(4 ) 購入した薪ストーブを設置し、 適正に維持管

理できること。
(5 ) 村税及び使用料等を完納していること。

2 . 補助率及び補助限度額
(1 ) 補助金の額は、 新ストーブ 1 基につき購入価

格の4 分の 1 (千円未満端数は切り捨て)とし、
その上限額を100 ,0 0 0円とする。

(2 ) 補助対象基数は、 1世帯あたり 1基とする。

3。 手続き
(1 ) 購入を始める前に、 高山村役場 (農政課) 林

務係で交付申請を行って下さい。
8 0 2 7 9‐2 0 -10 1 Q / F匁く : 0 2 7 9‐2 2一2 2 7 7

高山村役場 住民課
8 0 2 7 9‐6 3 -2 1 1 1 / F A X : 0 2 7 9‐6 3‐2 7 6 8

一÷二言三川忙=沈虻

これ-戻す -二テてきごま前川.き繕÷

平成24年 7月13日(金)
平成24年TO月 19日 (金)

平成2 5年 2月15日(金)

※相談例
1 ) しつけの相談

子どもの育て方や、指しゃぶり、夜尿などくせの心配
2 ) 言葉の相談

言葉の遅れ、 発音、 どもる等言葉の心配
3 ) 発達遅れの相談

発達が遅れている、 学業不振など能力面の心配
4 ) 性格の相談

落ち着きがない、 内気、 学校嫌いなど性格面の心配
5 ) 非行の相談

万引きや盗み、 夜遊び、 家出、 外泊など非行の心配
6 ) 家庭養育の相談

家庭の事情により、 子どもを家庭で育てられない
場合の心配

7 ) 手帳 ･手当の診断
療育手帳、 特別児童扶養手当を受けるための判定
や診断

8 ) その他
子育てに関する悩み

児童相談所では、遠くて気軽に相談できない地域や、
交通が不便な地域に出張して相談を受ける ｢巡回児童
相談｣ を行っています。
相談を受けるのは児童福祉司、 精神科医師、 児童心

理司、 聴力言語専門職員などで秘密は遵守し相談料は
無料です。 予どもの事ならどんな相談でもかまいませ
んので、 希望される方は実施日の3週間前までに中央
児童相談所北部支所又は高山村役場住民課へ申し込ん
でください。
中央児童相談所北部支所

平成24年度巡回児童相談の実施について

4 . 補助金受領までの流れ
(1 ) 補助金交付中請書を高山村役場 (農政課) 林

務係に提出していただきます。
※添付書類

･設置工事前後の状況を明らかにする写真
･補助対象経費の内訳が明記されている見積書
の,写し

･設置機種のカタログの写し
･その他村長が必要と認める書類

(2 ) 書類の審査を行い、 交付の可否を決定する
(3 ) 薪ストーブ設置工事完了届並びに薪ストーブ

購入補助金交付請求書の提出を受け、 工事完
了を確認した後、 補助金を交付します。

5 , 補助対象期間
平成24年 4 月 1日 ~ 平成27年 3 月3 1日までの期間

とする。
お問い合わせ先 :高山村役場 農政課 林務係

公02 7 9‐6 3‐2 1 1 1 内線53
F A X 0 2 7 9 ~6 3‐2 7 6 8

●手数料
･注射のみ (登録済みの犬) 注射料 3 ,3 0 0 円

･登録と注射 (登録の済んでいない犬) 登録 注 射料 6 ,3 0 0 円

●大の登録 注 射を怠った者は、 狂犬病予防法の規定により罰せられることがあります。
●犬は、 必ずつないで飼い、 放し飼いは絶対にしないで下さい。
●運動中の大の糞は、 飼い主が責任を持って片づけて下さい。
●不要犬は、 第 1火曜日 ･第3 火曜日の午前11時までに吾妻保健福祉事務所へ持参して下さい。

･処理料 生後60日以上 2 ,0 0 0円、 生後6 0日未満 6 0 0円

●本年度の集合による登録及び注射は、 5月と10月の年2 回を予定しています。
●飼い犬が死亡した場合、 役場住民課まで報告をお願いします。
●動物病院等で狂犬病予防注射を受けた方にも通知書が届く場合がありますが、 ご容赦ください。
● 4 ･ 5 ･ 6 月は狂犬病予防注射月間です。 注射は早めに受けましょう。

l (

平成24年度春季の飼い犬の登録と狂犬病予防注射を下記のとおり実施しますので、 生後9 1日以上の犬を飼っ
ている方は最寄りの会場へお出かけ下さい。
また、 飼い犬の登録済みの方には別途個別の実施通知を配布しますので、 通知書を会場へ持参下さるようお願

いいたします。
諺潴斐甕舌重‐鞏tダム--÷‐･これモニキ-こびすむ聡美許可-- --一ふき端 rテー顱萄董さ ぐらE度緩ま鸚五

5
月
25
日
箇

五領公民館 9 :0 0 ~ 9 :4 0

新田地区集会所 9 :5 0 ~ 10 :5 0

本宿公民館 = :0 0 ~ 1 2 :0 0

原住民センター 1 3 :1 0 ~ 1 4 :1 0

梅沢集会所 14 :2 0 ~ l5 :0 0

茶屋ケ松集会所 15 :10 ~ 15 2 0茶屋ケ松集会所

噂諺巧み富lI. - --‐--- --- - ▼
一-汽一 壱!秀幸

一 対 -ふま購育
ち臘てき--、

#劃欝積

5
月
24
日
㈹

火の口公民館 9 :3 0 ~ lo :0 0

農協旧尻高支所 10 :1 0 ~ 10 :4 0

北之谷住民センター 10 :5 0 ~ 1 1 :1 0

基幹集落センター 1 l :2 0 ~ n :5 0

関田住民センター 13 :1 5 ~ 1 3 :4 5

役原地区住民センター 13 :5 5 ~ 14 :2 5

高山村役場 14 :3 5 ~ 1 5 :4 0

飼し、大の登録と狂犬病予防注射のお知らせ

◆ 平成24年5月 1日

計1 f□ I′m a lコー,コーノー

広報藝沁やま ◆

自動車税は5月3 1日(木)までに忘れずに ! {

◆問い合わせ先
吾妻県税事務所 T E L〇2 7 9一7 5一3 3 O O
又は群馬県自動車税事務所 T E L0 2 7一2 6 3 -4 3 4 3



住宅用太陽光発電システム設置費補助金について

、 地球環境に負荷の少ないクリーンエネルギーの普及を図るため、 太陽エネルギーを利用した住宅用
シス - ムを望む着した方に対し、 経費の一部補助を行っています。
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設置する発電システムの最大出力の合計値に 1 k w
たり7 万円を補助 (上限20万円)
続きについて】
設置工事着工前に、 地域振興課に必要書類を添付し
譜してください。
申請書は、 地域振興課窓n に備えてあるほか、 高山
公式ページ (htt / /w w w .v ill,ta k a a m a .g u n m a .jp )
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2お問い合わせ先 役場地域振興課 (咎63‐2 111)
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本村に住所を有する方。 (法人は除く)
自分が所有若しくは居住する村内の住宅の屋根
等に発電システムを設置するか、 発電システム
が設置された新築住宅を購入する方。

【対象となるシステム】
(1 ) 平成24年4 月 1日以降に専用住宅又は併用住宅

(集合住宅は除く) への設置工事を開始した住宅
　 　　　　 　　　　 　発電システムのもの。

"ある こと。
と余剰電力の買電契約を結ぶもの。
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に申し出てください。
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高山村シルバー人材センターでは、 健康で働く意欲のある方を募集しています。 原則として村内在住で6 0才以
上の方の入会を随時受け付けています。 みなさまの知識 ･経験 ･技術等を地域の方々のために役立ててみません
か。 特に女性の入会、 大歓迎です。 なお、 年会費は1,0 0 0円です。

繭讓藁繭麓鳶瀞,“幅罰藤諄晒鯨繭 盤全
一
増員安 (時給)

- ---… “- “ … … - - -‐‐ -

もルソゼニ大力舵ラター窟蕊盛的‐
伐採作業 1 '2 0 0円 ~ 清掃‐片づけ お茶入れ 7 0 0円 ~

公共的団体なので安心して、 電話一 植木の手入れ 1 ,0 0 0円 ~ 運搬 ･田畑 ･雑役等 7 0 0円 ~

本でお手軽にご利用頂けます。 セン 除草 (機械使用) 8 0 0円 ~ 一般事務 相談に応じて

ターは、 家庭 .企業 .公共団体等か 除草 (手作業) 7 0 0円 ~ 駐車場 ･公園 ･運動場管理 7 0 0円 ~
ら引き受けた短期的 .臨時的な仕事 除草剤散布 .〉肖毒 7 0 0円 ~ その他作業 7 0 0円 ~
を、 それぞれにふさわしい会員に提

※上記以外の仕事についてもご相談下さい。
※作業で機械等を使用した場合その使用料金を頂きます。
※上記金額のほか、 事務費として5 % を申し受けます

お申し込み ･お問い合わせ先
高山村シルバー人材センター 台6 3‐2 0 7 5
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$伐採作業 1
,
2 0 0円 ~ 清掃･片づけ･お茶入れ 7 0 0円 ~

植木の手入れ 1
,
0 0 0円 ~ 運搬･田畑･雑役等 7 0 0円 ~

除草 (機械使用) 8 0 0円 ~ 螂一 区応一｣談相
除草 (手作業) 7 0 0円 ~ 螂週錮鰯 ~岬7 0

除草剤散布 う肖毒 7 0 0円 ~ 饑ゆ ~円Û7 0
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年
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日
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)

等理納税等 ★印が5月に納めていただく税等で常。

村
県
民
税

固定資産税

軽自動車税

国
民
健
康

保
険
税

介護保険料

後期高齢者

医療
保
険
料

上
･雫･水道

使
用料

須 ●
月5 ★ ★
月6 ●

･日
“

7
r ● ･ ● ● ●
月8 ● ● ● ●

鋸 - ● ● ● ●
1 0月 ● ● ● ● ● 一
i1月 ● ● ● ●
1 2月 ● ● ●

一目
“

● ● ● ● ● ●

捌 ● ● ●
月R

) ● ･ ● ●

艇陵 税金は 社会を支える あなたの会費
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※ )内は、前月との比較
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住民基本台帳登録人口しらべ
(平成2 4年3月3 T日現在)

原 243 2 2 8 4 71 1 3 2

本 宿 23 5 2 5 0 4 8 5 4

新 田 269 3 0 8 5 7 7 〔る

五 領 1 4 0 l 3 9 2 7 9 メ○
)

判 形 3 41 3 5 9 7 0 0 2 3 8

役 原 範 8 3 1 6 9 Q
)6

関 田 1 2 6 ′〔さメ 2 5 7 8 4

戸 室 1 1 2 1 2 7 2 3 9 ′フ
r

火の口 “ 6 0 2 4 7Q)
北之谷 8 8 R

) 鍵 5 3

熊 野 69 翁 59J 6 0

梅 沢 % 解 第 一(さ

梅沢(バース) 1 Û “

‐
茶屋ケ松 (さ 3 8 6 9 03

老人ホー 22 K
)3 75 7ro

合 計 1
,
9 4 8 240〔こ O93 2 0Q

V-‘
高山村大字中 1

,
3 7 6 4 6

･J
738〔こ 2rh)9

高山村大字尻 5 7 2 “5 8 5 3
.･

8○̂(ご

◆ 平成24年5月↑日


